
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 「医療・介護総合法」によって介護保険制度の「改正」が来年４月より実施され、 
介護保険の仕組みが大きく変えられようとしています。 

 要支援１．２の認定者の訪問介護・通所介護は、保険給付の対象から外し市区町村 
の地域支援事業に移行され、事業内容は市区町村の裁量とされます。 
厚生労働省は、改正介護保険法を実施するためのガイドラインを７月早々にも出す

予定にしています。これをうけて、各自治体では、２０１５年度からの第６期事業計

画策定に向けた作業が本格化します。 
つきましては、「改正」介護保険制度の内容と問題点を明らかにし、「第６期事業計

画に向けて、地域での取り組みをどう具体化していくのか」の学習会を開催すること

にしました。多くの皆さんの参加を呼びかけます。ご一緒に対策を考えましょう。 

 

 

りそな銀行 

パン屋 


